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このたび、須賀川市地域福祉計画策定委員会において十分なご審議を賜りまして、須

賀川市第３次地域福祉計画を策定いたしました。本計画は、2019 年度から 5 年間を

期間としており、須賀川市第８次総合計画の基本理念に基づいた健康福祉分野の総合計

画であります。 

近年、住民や地域が抱える地域福祉の課題は、核家族・単身世帯や孤立・孤独化する

高齢者の増加、社会・経済の構造変化による地域コミュニティの希薄化、更にはひきこ

もりや社会的に孤立し生活困窮に陥る家庭の増加など、介護や障がい、子育て、生活困

窮などさまざまな分野が絡み合い、ますます複合化・複雑化しております。また、複合

的な支援が必要な世帯や、公的支援制度の受給要件を満たさない、いわゆる制度の狭間

の問題を抱える世帯への対応も迫られております。 

 本計画は、このような地域福祉の課題を解決していくため、多機関の協働による包括

的相談支援体制を構築し、福祉相談窓口の一本化を図っていくこと、また、地域福祉の

課題を「他人事」ではなく、「我が事」と考え、地域の皆様が互いに支え合うことで、

課題解決に向けた地域力を強化する施策を推進することを柱としております。 

 本計画の基本理念である「みんなでつくる 地域共生社会 すかがわ」には、地域の

すべての住民が、一人ひとりの暮らしや生きがいをともに創っていく地域社会を目指す

意志が込められております。本計画が実効性の高いものとなるよう、皆様とともに取り

組んでまいりますので、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 最後に、本計画の策定に当たり、須賀川市地域福祉計画策定委員会をはじめ、相談支

援事業所部門検討会や市内 10か所で実施いたしました地域懇談会にて、貴重なご意見

をお寄せいただきました皆様に心より御礼申し上げます。 

 

                   2019年３月 
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第 1 章 計画策定の概要 

第 1 回須賀川市第 3 次地域福祉計画策定委員会 

期日 平成 30 年 6 月 27 日（水）  会場 市役所４階大会議室 D 

委員：市嘱託員親交会会長・市婦人会連絡協議会会長・市社会福祉協議会会長・市民生児童委員

協議会会長・市手をつなぐ親の会会長・市老人クラブ連合会会長・すかがわ介護支援専門

員協議会会長・Kokoyori 代表（子育て支援関係）・公募委員 
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第１章 計画策定の概要 

 

１ 計画策定の背景 

 

近年、少子高齢化のさらなる進行、核家族や単身世帯、高齢者の一人暮らしの増加、近所

付き合いの希薄化、自治会加入率の低下、ひきこもりや 8050問題(P77参照)、ダブルケ

アなど複合化・複雑化した課題の顕在化、非正規雇用の増加や若年層の雇用情勢の悪化など、

社会情勢は急激に変化し、地域で支え合う仕組みの弱体化などが大きな課題となっています。 

 こうした課題を解決するため、国においては、2015（H27）年 9 月に新たな時代に対

応した福祉の提供ビジョンを策定し、「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部を立ち上げ、

2018（H30）年 4 月には社会福祉法を改正するなど、地域共生社会の実現に向けた取組

を推進しています。 

 本市においても、これら国の動向を踏まえ、積極的に地域福祉の向上を図るとともに、複

合化・複雑化した課題の解決のための施策や地域の課題を地域で解決する仕組みづくりを構

築する地域力強化推進事業などを積極的に展開していきます。 

 2018（H30）年 4 月に改正された社会福祉法については、下記のとおりです。アンダ

ーラインが今回改正された箇所となります。 

 

社会福祉法の改正（その１） 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互

に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる

分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防

（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医

療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要と

する地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」とい

う。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよ

う特に留意するものとする。 
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社会福祉法の改正（その２） 

   （福祉サービスの提供の原則） 

第５条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、

地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機

的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。  

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務） 

第６条 （略） 

２ 国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関との連携等によりその解決を図ることを促進する

施策その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。 

（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務） 

第 106条の２ 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの（市町村の委託を受けてこれらの事業を

行う者を含む。）は、当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当

該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必

要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を

求めるよう努めなければならない。 

１ 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第十条の二に規定する拠点において同条に規定

する支援を行う事業 

２ 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センターを経営する事業 

３ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業 

４ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業 

５ 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条第一号に掲げる事業 

（包括的な支援体制の整備） 

第106条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推

進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるも

のとする。 

２ 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠

点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 

３ 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じ

て、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する事業 

４ 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活

課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 

５ 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

第１章 計画策定の概要 
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 主な改正点は、市町村による地域住民と行政などとの協働による包括的支援体制を構築し

ていくこと、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化などとなって

います。また、同時に介護保険法や障害者総合支援法なども改正されており、高齢者と障が

い（児）者が同一事業者のサービスを受けやすくするために、介護保険と障がい福祉制度に

新たな共生型サービスの提供などについて盛り込まれています。 

 

２ 計画策定の目的 

 

 本市では、2008（H20）年に「みんなのしあわせが実感できるまち」を基本理念とす

る「第 1 次地域福祉計画」を、2014（H26）年に「地域でともに支え助け合いながら、

自分らしく生活できるまち」を基本理念とする「第 2 次地域福祉計画」を策定し、地域の

特性や実情を踏まえながら、多くの市民や団体が主体的に福祉活動に取り組み、ともに支え

合い助け合う地域社会を基盤とした地域福祉を、総合的かつ計画的に進めていくことを目指

し各種施策の推進に取り組んできました。 

 第 3 次地域福祉計画については、この間の社会情勢の変化や国の動向を踏まえ、多くの

市民や団体が主体的に福祉活動に取り組み、ともに支え合い助け合う地域共生社会を実現す

るため、総合的かつ計画的に進めていくことを目指し策定しました。 

第１章 計画策定の概要 

社会福祉法の改正（その３） 

（市町村地域福祉計画） 

第 107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」とい

う。）を策定するよう努めるものとする。 

(1) 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項 

(2) 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

(3) 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

(4) 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

(5) 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとと

もに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認

めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 

 

 4 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


       

３ 計画の位置付け 

  

（１） 須賀川市総合計画との関係 

本計画は、本市のまちづくりの指針である須賀川市第 8次総合計画「須賀川市まち

づくりビジョン 2018」を上位計画として位置づけ、第 8次総合計画の基本理念に基

づいた健康福祉分野における総合計画です。 

 

（２） 福祉分野の個別計画との関係 

本市の健康福祉分野に関する計画には、障がい者福祉分野の「須賀川市障がい者計

画」と「須賀川市障がい福祉計画」、児童福祉分野の「須賀川市子ども・子育て支援事

業計画」、高齢者福祉分野の「須賀川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」、健康福

祉分野の「須賀川市健康増進計画」があります。 

     第 1次および第 2次地域福祉計画においては、これらの個別計画が持つそれぞれの

専門的な考え方や施策を、総合的かつ横断的につなぐ計画として位置付けられていま

したが、2018（H30）年 4月の社会福祉法の改正により、これらの福祉に関し共通

して取り組むべき事項を定めることとなり、個別計画の上位計画として位置付けまし

た。 

 

４ 計画期間 

 

計画期間は 2019（H31）年から 2023年までの 5年間とします。 

計画期間においては、計画の進捗状況や成果を PDCA サイクル（※１）により検証して

いきます。 

また、各個別計画との計画期間の整合性を図るため、今後の各計画の計画期間は以下のと

おりとします。 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画の計画期間が 3年間、障がい者計画が 6年間、障が

い福祉計画が 3 年間としていることから、今後策定する福祉関係の計画については、6 年

間を計画期間の基本として策定することとします。今後調整が必要となる計画は、第 3 次

障がい福祉計画（3 年間延長）となります。2024 年度当初が各計画の統一された始期と

なります。 

※１PDCA サイクル：Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字で、計画を策定する際

には、実行や評価、評価をもとにした改善にかかるまで、一連のサイクルを意識して策定すること。 
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計画期間の整合性を図ることにより、各計画の基本的事項の統一や施策の共通理解、策

定委員会などの検討組織の構成員の負担軽減などを目指すとともに、計画策定に関する事務

などの効率化を図ります。 

なお、子ども・子育て支援事業計画および健康増進計画については、法律などで計画期間

が規定されているため福祉に関する各計画との計画期間のずれを修正することはできませ

んが、上位計画である総合計画及び地域福祉計画の基本理念や施策体系に基づく計画内容と

していきます。 

 

５ 計画の策定体制 

  

（１）須賀川市地域福祉計画策定委員会（外部検討組織） 

    地域福祉やまちづくりに広く関わる有識者及び市民公募委員の計９名で構成する、

地域福祉計画策定のための付属機関です。 

    様々な観点から、計画（案）を検討しました。 

 

 （２）須賀川市第３次地域福祉計画策定庁内検討委員会 

    地域福祉に関係する庁内の部長及び課長をメンバーとした組織として、全庁的な観

点から検討しました。 
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 （３）須賀川市第３次地域福祉計画策定庁内担当者検討会 

    地域福祉に関係する庁内の係長をメンバーとした組織として、より実務的な面につ

いて検討しました。 

 

 （４）須賀川市第３次地域福祉計画策定相談支援事業所部門検討会 

    相談支援窓口業務を実践している、生活困窮者を対象とする自立支援相談窓口、障

がい者を対象とする相談支援事業所、高齢者を対象とする地域包括支援センター、子

育て中の親子を対象とする子育て支援センターの担当者により、今後の相談支援窓口

のあり方などについて、より具体的に検討をしました。 

 

 （５）地域福祉計画に関する市民意識アンケート調査の実施 

    計画策定にあたり、市民の方々の率直な考えを計画に反映するために、１８歳以上

の市民から無作為抽出した２，０００人を対象に市民意識アンケート調査を実施し、

その調査結果を計画策定の基礎資料としています。 

 

 （６）地域懇談会の開催 

    地域福祉に関する考え方やまちづくりについて、広く市民の皆さんの意見をうかが

うため、町内会（区）長、民生・児童委員などとの地域懇談会を開催しました。 

    開催にあたっては、現在高齢者を対象とした地域包括システムで実施している「地

域支え合い推進会議」と併せて実施することで参加者の負担軽減を図りました。 

 

 （７）パブリックコメントの実施 

    より多くの市民の意見を計画に反映させるため、市ホームページおよび市内公民館

などの公共施設において、パブリックコメントを実施しました。 

    計画案に対する意見はありませんでしたが、本計画の遂行には、行政のみならず、

地域や市民の皆さんの協力が不可欠なため、理解と参加を求め周知を図っていきます。 
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須賀川市第 3次地域福祉計画策定体制図 

 

 

須賀川市地域福祉計画策定委員会

須賀川市第3次地域福祉計画策定庁内検討委員会

須賀川市第3次地域
福祉計画策定庁内担

当者検討会

須賀川市第3次地域
福祉計画策定相談支
援事業所部門検討会

市民意識アンケート
調査・地域懇談会・
パブリックコメント
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１ 人口の推移と目標人口 

２ 高齢者福祉、障がい福祉、児童福祉等の現状と課題 

３ 自治会・ボランティア活動等の現状と課題 

４ 地域福祉施策の進捗状況 

５ 今後の課題 

 

 

第２章 地域福祉の現状と課題 

地域懇談会（地域支え合い推進会議） 大東地区 

開催日 平成 30年８月１０日（金） 

参加者 ４７名 

（町内会長、民生・児童委員、老人クラブ関係

等の皆さん） 

皆さんから出された課題 

・買い物や通院のための交通手段が無い。 

・雪かきが大変、など。 

 

開催日 平成 30年８月７日（火） 

参加者 ２０名 

（区長、民生・児童委員、老人クラブ関係等

の皆さん） 

皆さんから出された課題 

・買い物や通院のための交通手段が無い。 

・話し相手がいない、など。 

地域懇談会（地域支え合い推進会議） 中央地区 
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第２章 地域福祉の現状と課題 

 

１ 人口の推移と目標人口 

  

（１）人口・世帯数・一世帯当たり人員の推移と目標人口 

    本市の総人口は、2005（H１７）年の８０，３６４人をピークに減少しており、

2015（H２７）年の国勢調査では、総人口は７７，４４１人、総世帯数は 

２６，３４５世帯となっています。 

    目標人口については、2015（H２７）年１０月に策定した「須賀川市人口ビジョ

ン」のコーホート要因法（※１）による推計をもとに、基準となる人口を 2015（H

２７）年国勢調査人口に置き換え、時点修正を行い算出したものです。総人口が減少

するとともに、総世帯数が年々増加傾向であり、このため一世帯当たり人員は減少し

ており、今後も核家族化が進んでいくことが予想されます。 

 

 資料：2015（H27）年までは国勢調査の実績値、2020年以降は、人口ビジョンの時点修正

後の推計（2000（H12）年は、旧長沼町、旧岩瀬村を含む） 
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第２章 地域福祉の現状と課題 

※１ コーホート要因法：同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の集団ごとに、時間の経過とともに変

化する要因（出生・死亡）や人口の純移動（転入・転出）を年次的に追跡し、仮定値を設定して、将来人

口を推計する方法。 
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 （２）年齢３区分（※２）別の人口の推移 

    年齢３区分別の人口の推移は、2005（H１７）年以降、年少人口と生産年齢人口

が減少する一方、老年人口は増加しており、少子高齢化が進行しています。今後総人

口が減少していく中、老年人口が占める割合が大きくなっていくことで、少子高齢化

がさらに加速することが予想されます。 

 

 資料：2015（H27）年までは国勢調査の実績値、2020年以降は、人口ビジョンの時点修正

後の推計（2000（H12）年は、旧長沼町、旧岩瀬村を含む） 

 

 

 

 

 

13,428 12,603 11,772 10,534 9,838 9,394 
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※２ 年齢３区分：人口を１５歳未満の年少人口、１５～６４歳の生産年齢人口、６５歳以上の老年人口

の３つに区分した年齢構造。 
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２ 高齢者福祉、障がい福祉、児童福祉等の現状と課題 

 

 （１）高齢者福祉の現状と課題 

    【現状】高齢化が急速に進展する中、2025 年には市民の約３人に１人が６５歳

以上の高齢者となり、一人暮らし高齢者又は高齢者のみ世帯が一層増加することが見

込まれています。また、要介護認定者や認知症のある高齢者の増加などにより、高齢

者本人やその家族などが抱える課題なども複雑化・深刻化する傾向にあります。 

 

  ア 高齢化率の推移 

    本市の高齢化率は、合併した 2005（H１７）年に２０．０％となり、2016（H

２８）年度には２６．１％と上昇しており、今後もこの傾向は続くものと予想されま

す。 

    高齢化率の今後の推移については、総人口は減少し、６５歳以上の高齢者の人口は

増加することから、2020 年には２９．０％と推計されます。 

 

資料：国勢調査 人口推計 

  イ 高齢者世帯の推移 

    2000（H１２）年と 2015（H２７）年の国勢調査の世帯数を比較すると、高齢

者のいる世帯は２９．９％増加（※１）し総世帯数に占める割合は４７．９％、高齢

者のいる世帯のうち、高齢者夫婦のみの世帯は約 1.5 倍に増加し、その割合は１９．

８％、高齢者単独世帯は 1.5 倍を超えて増加し、その割合は１７．９％となってお

り、高齢化率の上昇に伴い今後も増加傾向が予想されます。 

8.3 9.5
10.8

12.9
15.9

18.1
20.0 21.7

25.4
29.0 31.6

9.2 10.5 11.9
14.3

17.4
20.3

22.7
25.0

28.4

32.3
34.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

1975

(S50)

1980

(S55)

1985

(S60)

1990

(H2)

1995

(H7)

2000

(H12)

2005

(H17)

2010

(H22)

2015

(H27)

2020 2025

高齢化率の推移

須賀川市（％） 福島県（％）

第２章 地域福祉の現状と課題 

※１ 高齢者のいる世帯数 2000（H12）年 9,715世帯  2015（H27）年 12,623世帯   国勢調査 
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 ※1995（H7）年から旧長沼町、旧岩瀬村含む。           資料：国勢調査 

 

  ウ 要介護認定高齢者数の推移 

    要介護認定者数は、高齢者の人口の増加に伴い年々増加傾向にあり、2016（H２

８）年度では全高齢者数の１９．２％となっています。 

 

 ※旧長沼町、旧岩瀬村含む。資料：住民基本台帳 介護保険事業報告各年 10月 1日現在 

    【課題】超高齢社会を迎え、高齢者の生活を支えるためには、既存の高齢者福祉サ

ービスや介護保険サービスだけでは十分ではありません。 

    高齢者が医療や介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域において可能な限り

暮らし続けられるよう「医療」、「介護」、「予防」、「住まい」並びに「生活支援」が一

体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が求められています。 
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 （２）障がい福祉の現状と課題 

    【現状】本市の障がい福祉施策は、「障がいがある人も障がいがない人も、自分が

望む地域で、お互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら共生する社会の実現」を

基本理念とした「第３次須賀川市障がい者計画」に基づき、行政、事業者、企業、地

域及び市民それぞれの役割分担を定め推進しているところです。 

    障がい別の各種手帳所持者数をみると、2007（H１９）年度から 2017（H２９）

年度までの間に、身体障がい者の方は 82 人（2.8％）増加、知的障がい者の方は

171 人（31.2％）増加、精神障がい者の方は２１７人（101.9％）増加、難病患者

受給者の方は 146 人（46.8％）増加しており、障がいの内容を問わず増加傾向に

あります。また、障がい福祉サービスを受給している方は２１６人（44.4％）と大

幅に増加しており、障害者総合支援法による各種サービスが確実に浸透し、障がい（児）

者の日常生活の自立と社会参加への支援につながっていると考えられます。 

 

資料：市社会福祉課 各年度４月１日現在 

    【課題】各種障がい福祉サービスの利用と満足度、悩み事の相談相手や将来への不

安、就労に関する課題や必要な支援、地域生活への支援の充実、地域とのかかわり方、

災害などの緊急時の対応、ユニバーサルデザインの環境づくりなどがあります。 
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 （３）児童福祉の現状と課題 

    【現状】核家族化の進行や地域コミュニティの希薄化、女性就業率の増加など様々

な要因により、子育て環境が変化しています。また、児童虐待や子どもの貧困などが

社会問題となるなど、憂慮すべき現状にあります。 

    本市の子育てに関する相談件数は、2012（H24）年度と 2016（H28）年度を

比較すると、112 件（59.6％）の増加、うち児童虐待に関しては 26 件（37.1％）

の増加と大幅に増えており、子育てに関する不安や孤立感を持つ親が増加しているこ

とが影響していると考えられます。 

    また、本市の出生率をみるとゆるやかに減少傾向にあり、出生者数が減少し少子化

が進んでいます。 

 

資料：市こども課 各年度末現在 
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資料：人口動態統計の概況（福島県） 各年次 出生率は人口 1,000人あたり 

    【課題】妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援や、子育てに関する不安や孤

立感に対する相談体制の充実等、安心してこどもを産み育てられる環境の整備が求め

られています。 

 

 （４）医療の現状と課題 

    【現状】全国的に少子高齢化が進行し、医療を支える専門職の人材不足は深刻な問

題となっています。本市においても医師不足が叫ばれており、地域医療体制の確保が

難しい状況にあります。また、医師の偏在や高齢化などにより、救急医療体制の維持

も難しくなっています。 

    充実した地域医療体制を確保するためには、医療機関や市民との協力により医師の

招へい・医師の負担軽減に努めることや、救急医療体制を維持・充実できるよう市内

医療機関を支援することも重要となってきます。 

    また、国民健康保険や後期高齢者医療制度の財政状況は、医療技術の進歩などによ

り医療費が増加傾向にあることや、経済情勢の低迷も相まって被保険者の負担力が低

下しているため、大変厳しい状況にあります。 

    2018（H30）年度からは、国保制度改革により国民健康保険が広域化されたた

め、国保財政の一層の安定化を図り、引き続き国民皆保険制度への理解と、医療機関

の適正受診を促していきます。 
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資料：市保険年金課 各年度 2月末までの医療費 

    【課題】産科および小児科などの医師確保、休日夜間における診療体制の充実、被

保険者の国民健康保険財政への理解と適正な受診などがあります。 

 

 （５）健康に関する現状と課題 

    【現状】健康で安心して生活するためには、日頃から適正な食事、運動不足の解消、

ストレスを軽減するといった健康的な生活習慣づくりを行い、生活習慣病を予防する

対策が必要です。 

    このため、健康寿命の延伸や生活の質の向上、壮年期死亡の減少を図るためライフ

ステージに応じて健康課題を的確に把握し、個人が主体的に取り組む健康づくり活動

を支援することが、不可欠です。 

    また、健康相談や訪問指導などの保健活動や、医療機関での診療・治療などを通じ

て適切な支援につながるよう、保健活動と医療サービスとの連携も不可欠です。 

    【課題】より一層、各健（検）診の受診しやすい環境づくりや、健康づくりに関す

る情報提供や啓発活動を推進するなど、生涯を通しての健康づくりの推進が求められ

ています。 

 

 （６）生活保護の現状と課題 

    【現状】生活保護は、生活に困窮している国民に対し、憲法に規定される生存権の

保障を実現するため制定されたもので、健康で文化的な最低限度の生活を保障すると

ともに、自立を助長することを目的とした制度です。 
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    本市の生活保護世帯数は、1997（H9）年度から一貫して増加傾向が続いてきま

した。特に、2008（H20）年度後半の世界的な経済危機以降は、雇用環境の悪化

を主な要因として著しい伸びを示しました。東日本大震災後は義援金などの受領によ

る保護廃止などによりやや減少傾向に転じましたが、2012（H24）年度以降は高

齢化の進展などにより増加傾向となっています。 

 

資料：市社会福祉課   

    世帯類型別でみると、高齢者世帯、母子世帯、障がい者世帯、傷病者世帯、その他

の世帯のうち、高齢者世帯が増加しています。 
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資料：市社会福祉課 

    【課題】非正規雇用の労働者や年収 200 万円以下の給与所得者など、生活にリス

クの高い層が増加しており、生活保護受給に至る前の段階にある生活困窮者の就労・

自立の促進を図ることが求められています。 

 

３ 自治会・ボランティア活動等の現状と課題 

 

 （１）自治会の現状と課題 

    【現状】個人のライフスタイルが多様化する中で、地縁的なつながりは徐々に希薄

化しています。 

    本市の自治会加入率は、アパートやマンションなどの集合住宅に住む単身世帯や核

家族世帯の増加により、減少傾向にあります。 

    地域福祉を推進するうえでは、住民と行政の協働による取り組みや、住民同士の協

力体制は不可欠な要素となります。 

    地域住民すべてが福祉サービスの受け手であると同時に、福祉活動の担い手である

ということを認識し、市社会福祉協議会などの関係団体と協力しながら、自治会など

地縁を中心とした組織、ボランティア、ＮＰＯなどの市民活動への参加がしやすくな

る仕組みづくりを推進する必要があります。 

    また、地域福祉活動に関心があるものの、活動への参加が難しいという人を含め、

ひとりでも多くの住民が地域活動に取り組むことができる受け皿を整備し、活動の活

性化を図ることが必要です。 
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資料：市生活課 各年度 4月 1日現在 

    【課題】自治会活動への参加促進、自治会役員の固定化および高齢化の解消、地域

活動の重要な場である集会施設の老朽化などがあります。 

 

 （２）ボランティア活動の現状と課題 

    【現状】地域福祉の大きな役割を担うボランティアについては、東日本大震災を機

に登録者数が増加している一方で、活動の維持が困難な団体も多い状況です。 

 

資料：市社会福祉協議会 各年度末現在 

【課題】今後も、関係機関と連携を図り、市民が参加しやすい体制づくりやボラン

ティア団体などの育成支援に努める必要があります。 
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 （３）災害時避難行動要支援者支援活動の現状と課題 

    【現状】災害時や緊急時においては、高齢者や障がい（児）者などは情報の入手や

自力での避難が困難なことから、被害が拡大しやすくなります。 

    避難行動要支援者に対して、適切な情報を迅速に伝える方法を整備するとともに、

避難支援対策の強化が必要になっています。 

 

資料：市社会福祉課・長寿福祉課 

 

    【課題】災害時や緊急時における国・県等の関係機関や、町内会・行政区等との連

携体制強化や地域における避難行動要支援者への支援体制の構築することが求めら

れています。 

 

４ 地域福祉施策の進捗状況 

 

（１）須賀川市における事業評価 

    須賀川市の事業評価については、2013（H25）年度から 2017（H29）年度ま

での 5 年間を計画期間とした須賀川市第 7 次総合計画「須賀川市まちづくりビジョ

ン 2013」（以下、「総合計画」と表記します。）に基づくまちづくりの成果を行政評

価の手法により、目標値の達成度を評価し、2017（H29）年度の事業評価を 2018

（H30）年 12 月に「須賀川市まちづくり報告書（須賀川市第 7 次総合計画実績報

告）平成 29 年度実績」として公表しています。 
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    事業評価にあたっては、「目的と成果の見える化」という行政評価の手法を導入し、

限られた経営資源の中で、効果的かつ効率的なまちづくりを進めるため、事業の成果

を定期的、組織的、客観的に見直し、具体的なデータを示すとともに、計画（Plan）、

実施（Do）、評価（Check）、改善（Action）の 4 つの視点を循環させるマネジメン

トサイクル（PDCA サイクル）を確立し、継続的に計画（Plan）の有効性を検証し、

実施（Do）の改善を行う仕組みを取り入れています。 

    評価項目は、総合計画における将来都市像を実現するためのまちづくりに必要な 5

分野、それに連結する 15 の政策、それに連結する 42 の施策（評価は 44 施策）、

それに連結する 134 の基本事項、基本事項の目的を具体化する事務事業、という階

層的な体系により設定しています。 

    2017（H29）年度の評価については、44 の施策の成果動向については向上が

30.9％、横ばいが 11.8％、低下が 11.8％となっており、234 の成果指標につい

ては向上が 48.3％、横ばいが 14.1％、低下が 15.8％となっています。 

 

 （２）須賀川市地域福祉計画に関する市民意識アンケート調査の結果概要 
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